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令和 ５年 ６月藤沢市議会定例会 

厚 生 環 境 常 任 委 員 会 資 料 

 

 

 

令和５年度国民健康保険料の料率について 

 

  

国民健康保険料の料率については、当該年度の被保険者数や世帯数の見込み、及び直

近における国民健康保険財政の収支などを勘案し、毎年度算定しております。 

この度、現時点における被保険者数や、令和４年度国民健康保険特別会計決算見込み

等を踏まえ、令和５年度国民健康保険料の料率を算出しましたので報告いたします。 

 

１ 令和４年度末時点の被保険者数及び世帯数  ※（ ）は前年度末数字 

被保険者数：７７,９０８人（８１,９１８人→△４,０１０人） 

世 帯 数：５２,６４９世帯（５４,６９５世帯→△２,０４６世帯） 

全市民に占める加入率：１７.５７％（１８.５５％→△０.９８ポイント） 

 

２ 令和４年度国民健康保険特別会計決算見込み（概算） 

  単年度収支においては、次のとおり歳出超過が想定されます。 

① 歳 入 総 額：３８０億７,３３６万円（令和３年度からの繰越金含む） 

② 歳 出 総 額：３７２億９,１５７万円 

③ （①－②）：   ７億８,１７９万円（令和５年度への繰越金） 

④ （①のうち令和３年度からの繰越金額）：１０億１,６９０万円 

⑤ （③－④）：  △２億３,５１１万円（単年度収支） 

 

３ 令和５年度国民健康保険料の料率 

令和５年度に本市が県に支出する国民健康保険事業費納付金については、被保険者

の高齢化、医療の高度化による保険給付費の増などの理由により、被保険者一人当た

り約１３,０００円の大幅な増額となっております。 

このことにより、保険料については納付金の増額分と同程度の引き上げを検討する

必要がありますが、大幅な保険料率の引き上げは、被保険者の生活に大きな影響を及

ぼすことから、令和５年度国民健康保険料の料率については、一般会計からの法定外

繰入金の増額、基金からの繰入や繰越金を活用することで、一人当たりの保険料の引

上幅を約６,０００円まで抑制を図り決定しました。 

なお、具体的な料率等については、次ページのとおりです。 
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【令和５年度国民健康保険料の料率及び賦課限度額】 

 

（１）医療分 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）後期高齢者支援金分 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）介護分 

 

 

 

 

 

 

 

 

（４）一人当たり保険料 

 

 

 

 

※ 令和４年度の一人当たり保険料算出時と比較し、新型コロナウイルス感染症に関

する制限が緩和されたなどの理由から被保険者の所得水準が向上しており、同じ

所得水準で保険料を算定し比較しますと、一人当たり保険料は約６,０００円の増

加（５.２４％増）になります。 

以 上 

 

  （事務担当 福祉部保険年金課） 

区分 令和５年度 令和４年度 対前年度比較 

所得割 旧ただし書所得の６.１９％ 旧ただし書所得の５.９５％ ０.２４ポイント 

均等割 ２６,８８０円 ２４,２４０円 ２,６４０円 

平等割 １７,４００円 １６,５６０円 ８４０円 

賦課限度額 ６５０,０００円 ６５０,０００円 ０円 

区分 令和５年度 令和４年度 対前年度比較 

所得割 旧ただし書所得の２.６５％ 旧ただし書所得の２.５３％ ０.１２ポイント 

均等割 １１,０４０円 ９,９６０円 １,０８０円 

平等割 ７,０８０円 ６,８４０円 ２４０円 

賦課限度額 ２２０,０００円 ２００,０００円 ２０,０００円 

区分 令和５年度 令和４年度 対前年度比較 

所得割 旧ただし書所得の２.５５％ 旧ただし書所得の２.４１％ ０.１４ポイント 

均等割 １２,４８０円 １１,８８０円 ６００円 

平等割 ６,０００円 ５,８８０円 １２０円 

賦課限度額 １７０,０００円 １７０,０００円 ０円 

令和５年度 令和４年度 対前年度比較 

１１９,３９８円 １１０,０３７円 ９,３６１円（８.５１％増） 


